
一

（
経
済
産
業
委
員
会
） 

産
業
技
術
力
強
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨 

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

一　

定
義
規
定
の
改
正

産
業
技
術
研
究
法
人
の
定
義
に
、
特
殊
法
人
で
あ
っ
て
、
産
業
活
動
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開

発
並
び
に
そ
の
成
果
の
移
転
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の
を
加
え
る
等
こ
の
法
律
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
の
定
義
を
改

 

正
す
る
。

 

二　

重
点
産
業
技
術
の
指
定

我
が
国
の
産
業
技
術
力
の
強
化
の
た
め
産
業
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
を
重
点
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め

 

ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
当
該
産
業
技
術
を
重
点
産
業
技
術
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

三　

重
点
研
究
開
発
計
画
の
認
定
等

１　

重
点
研
究
開
発
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。 

２　

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
は
認
定
事
業
者
等
の
依
頼
に
応
じ
て
研
究
及
び
開
発



二

 

に
関
し
必
要
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
、
重
点
研
究
開
発
計
画
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

 
四　

重
点
産
業
技
術
共
同
研
究
開
発
機
関
の
認
定
等

１　

重
点
産
業
技
術
共
同
研
究
開
発
機
関
の
認
定
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。 

２　

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
は
重
点
産
業
技
術
共
同
研
究
開
発
機
関
の
依
頼
に
応

じ
て
研
究
及
び
開
発
に
関
し
必
要
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
、
重
点
産
業
技
術
共
同
研
究
開
発
機
関

 

に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

 

五　

国
が
委
託
し
た
研
究
及
び
開
発
の
成
果
に
係
る
特
許
権
等
の
取
扱
い
の
特
例

国
が
委
託
し
た
重
点
産
業
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
の
成
果
に
係
る
特
許
権
等
を
受
託
者
に
帰
属
さ
せ
た
場
合
、
国

が
受
託
者
に
第
三
者
へ
の
実
施
許
諾
を
求
め
る
と
き
は
、
当
該
特
許
権
等
が
重
点
産
業
技
術
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

 

ら
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
旨
を
示
し
て
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

六　

施
行
期
日

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


